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旧国名と都道府県名
旧国名は、大化の改新（645年）後に定められ、のちに五

ご

畿
き

七
しち

道
どう

（畿内を構成
する５つの国と７つの地方）として整備された。都道府県名は、廃

はい

藩
はん

置
ち

県
けん

（1871
年）で 3府 302県がおかれたことに始まり、1881年ごろまでに今の形に統合
された。


